
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

規

則

○
医
学
及
び
医
療
技
術
者
等
研
修
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

告

示

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定

(

同

)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(
県
民
生
活

文

化

課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(
東
青
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)
…

�

○
右

同

(

同

)
…

�

○
右

同

(

西
北
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
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正
す
る
規
則

(

職

員

課)

…

�

規

則

医
学
及
び
医
療
技
術
者
等
研
修
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
一
号

医
学
及
び
医
療
技
術
者
等
研
修
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
学
及
び
医
療
技
術
者
等
研
修
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中

｢

認
定
し
た｣

を

｢

指
定
し
た｣

に
、

｢

学
校｣

を

｢

大
学
、
学
校｣

に
、

｢

実
施
研
修｣

を

｢

臨
地
実
習｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

管
理
栄
養
士
養
成
施
設
に
在
学
中
で
公
衆
栄
養
学
の
臨
地
実
習
を
す
る
管
理
栄
養
士
実
習
生

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

管
理
栄
養
士
実
習
生

二
年
以
内

第
五
条
第
二
項
中｢

第
二
条
第
五
号｣

を｢

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
五
号｣

に
、

｢

学
校
又
は
養
成
所｣

を

｢

大
学
、
学
校
若
し
く
は
養
成
所
の
長
又
は
管
理
栄
養
士
養
成
施
設｣

に

改
め
る
。

別
記
様
式
の

(

そ
の
一)

中

｢､
保
健
師
､
助
産
師
､
看
護
師
実
習
生
｣

を
削
り
、
同
様
式
の

｢大
学
､
学
校
若
し
く
は
養
成
所

(

そ
の
二)

中｢学
校
又
は
養
成
所
｣

を

に
改
め
、｢保

健
師
､

又
は
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
｣

助
産
師
､
看
護
師
実
習
生
｣

の
次
に

｢
(管
理
栄
養
士
実
習
生
)
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成22年３月23日 火曜日 第3214号1

平
成
二
十
二
年

三
月
二
十
三
日

(

火
曜
日)

第
三
千
二
百
十
四
号



( )

青
森
県
告
示
第
百
七
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
２
４

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

廣
則

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
北
金
沢
一
丁
目
一
五
の
一
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
及
び
高
齢
者
に
対
し
て
、
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
く
た
め

に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
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名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指

定

年
月
日

弘
前
大
学
医
学
部

附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五
三

肝
臓
移
植
に
関
す
る
医

療

平
成

��

･

�･

�

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診

療

科

目

指

定

年
月
日

板
谷

博
幸

独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
福

祉
機
構

青
森

労
災
病
院

八
戸
市
大
字
白
銀
町

字
南
ヶ
丘
一

心
臓
血
管
外
科

(

心
臓
機
能
障
害)

平
成

��･

�･

�

八
重
垣

誠

青
森
県
立
は
ま

な
す
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
大
久
保

字
大
塚
一
七
の
七
二

九

整
形
外
科

(

肢
体

不
自
由)

〃

三
上

貴
史

黒
石
市
国
民
健

康
保
険
黒
石
病

院

黒
石
市
北
美
町
一
丁

目
七
〇

内
科

(

肝
臓
機
能

障
害)

〃

� �



( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

カ
ネ
イ
シ
石
岡
組

二

氏
名

石
岡

巖

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
平
野
七
六
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
二
〇
〇
〇
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
サ
ワ
ダ
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

澤
田

一
麿
呂

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
浜
名
字
中
宇
田
三
三
の
九
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
一
〇
〇
一
六
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の

事
由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十

九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

奈
良
電
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

奈
良

武
紀

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
幸
畑
字
阿
部
野
一
二
の
五
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
四
八
二
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
、
消
防
施
設
工
事

業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

奈
良
電
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

奈
良

武
紀

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
幸
畑
字
阿
部
野
一
二
の
五
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
四
八
二
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
、
電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
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( )

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

鶴
賀
左
官
工
業

二

氏
名

鶴
賀

光
弘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
森
田
町
大
館
鳴
海
二
七
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)
第
七
〇
〇
〇
三
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
、
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
花
田
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

花
田

今
世

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
亀
ヶ
岡
亀
山
七
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
六
八
二
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
花
田
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

花
田

今
世

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
亀
ヶ
岡
亀
山
七
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
六
八
二
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
大
工
、
と
び
・
土
工
、
石
、
屋
根
、
管
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
鋼
構
造
物
、

ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
内
装
仕
上
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

人

事

委

員

会
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( )

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

｢
｢

社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福

別
表
第
一
中

社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会

を

｣

社
団
法
人
青
森
県
物
産
振
興
協

祉
協
議
会

に
改
め
る
。

会

｣附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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